
日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国

と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案
新
旧
対
照
条
文

目
次
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損
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八
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四
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・
・
・
・
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・
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・
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・
・
・
・
・
・
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○

自
動
車
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
責
任
保
険
又
は
責
任
共
済
の
契
約
の
締
結
を
要
し
な
い
自
動
車
の
保
有
者

（
責
任
保
険
又
は
責
任
共
済
の
契
約
の
締
結
を
要
し
な
い
自
動
車
の
保
有
者

及
び
そ
の
業
務
の
範
囲
）

及
び
そ
の
業
務
の
範
囲
）

第
一
条
の
二

法
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と

第
一
条
の
二

法
第
十
条
の
政
令
で
定
め
る
者
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と

し
、
同
条
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ

し
、
同
条
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る

四

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互

相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外

の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
締
約
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二

と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）

十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
締
約
国
軍
隊

そ
の
任
務
の
遂
行

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊

そ
の
任
務
の
遂
行

に
必
要
な
業
務

に
必
要
な
業
務

（
削
る
）

五

日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合

王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に

関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国

と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
英
国
軍
隊

そ
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
業

務
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○

防
衛
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
地
方
協
力
局
の
所
掌
事
務
）

（
地
方
協
力
局
の
所
掌
事
務
）

第
九
条

地
方
協
力
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
条

地
方
協
力
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
九

（
略
）

一
～
十
九

（
略
）

二
十

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け

二
十

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相

る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以

互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

外
の
締
約
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第

ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
六

二
十
六
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
の
処
理
及

号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
の
処
理
及
び
同
法

び
同
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ

第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の

い
て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

援
助
並
び
に
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の

円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
の
処
理
及
び

同
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い

て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一
～
二
十
三

（
略
）

二
十
一
～
二
十
三

（
略
）

（
在
日
米
軍
協
力
課
の
所
掌
事
務
）

（
在
日
米
軍
協
力
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
六
条

在
日
米
軍
協
力
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
六
条

在
日
米
軍
協
力
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

日
本
国
の
自
衛
隊
と
我
が
国
以
外
の
締
約
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る

六

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
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相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
我
が
国
以
外

の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
締
約
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
又
は
第
十
三

と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定

条
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
の
処
理
及
び
同
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊

に
基
づ
く
請
求
の
処
理
及
び
同
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害

海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の
援
助
並
び
に
日
本
国
の
自
衛
隊
と
グ
レ

ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
の
軍
隊
と
の
間
に
お
け

る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
グ
レ
ー
ト

ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関

す
る
法
律
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
請
求
の
処
理
及
び

同
法
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い

て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

七
～
十

（
略
）

七
～
十

（
略
）


